
2022年 3月 1日 

 

東北電力ソーラーeチャージ株式会社 

 

 

「あおぞらチャージサービス約款」の一部変更について 

 

 このたび、当社では「あおぞらチャージサービス約款」（以下、「約款」といいます。）

について、下記のとおり内容の一部変更をさせていただくことといたしましたので、ご案

内申し上げます。 

 なお、本変更は本日 2022年 3月 1日(火)より適用開始させていただきます。本変更後

の「約款」については、本日以降当社ホームページ（https://tohoku-

sec.co.jp/clause/）において閲覧いただけますので、あわせてご確認ください。 

 

 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

  

https://tohoku-sec.co.jp/clause/
https://tohoku-sec.co.jp/clause/


○約款の変更 

＜新旧対照表（変更箇所抜粋）＞ 

※赤字が変更箇所 

変更前 変更後 

21 本サービスの料金の算定 

 (4)料金の算定期間は、暦月の起算日

（初回については本件供給の開始日と

し、翌月以降は毎暦月の応当日としま

す。）から次の暦月の起算日の前日まで

の間とし、この算定期間を「１か月」と

して計算します。 

21 本サービスの料金の算定 

 (4)料金の算定期間は、暦月の起算日（初

回については本件供給の開始日とし、翌月

以降は毎暦月の応当日とします。以下同じ

です。）から次の暦月の起算日の前日まで

の間とし、この算定期間を「１か月」とし

て計算します。 

22 料金の支払義務ならびに支払期日お

よび支払期限 

(1)お客さまの料金の支払義務は、原則

として料金の各算定期間の終了日の属す

る月の翌月の 10日に発生いたします。

ただし、24（本サービスの料金その他の

債務の支払方法）(3)の場合は、各算定

期間の終了日の属する月の翌々月の 10

日に発生する場合もあります。 

22 料金の支払義務ならびに支払期日お

よび支払期限 

(1)お客さまの料金の支払義務は、原則

として料金の各算定期間の終了日の属す

る月の翌月の 10日に発生いたします。

ただし、24（本サービスの料金その他の

債務の支払方法）(3)の場合は、各算定

期間の起算日の属する月の翌月の 10日

または各算定期間の終了日の属する月の

翌々月の 10日に発生する場合もがあり

ます。 

24 本サービスの料金その他の債務の支

払方法 

(3)当社は、上記(1)にかかわらず、法令

の範囲内において、お客さまからの料金

の回収の代行を指定小売電気事業者に委

託し、指定小売電気事業者をして当社の

料金を指定小売電気事業者の料金とあわ

せてお客さまに請求し、お客さまから受

領させることができるものとします。こ

の場合、上記(1)（ただし、ハを除きま

す。以下同じ。）および(2)において「当

社」とあるのは「指定小売電気事業者」

と読替えて上記(1)および(2)を適用する

ものとし、料金が指定小売電気事業者に

24 本サービスの料金その他の債務の支

払方法 

(3)当社は、上記(1)にかかわらず、法令

の範囲内において、お客さまからの料金

の回収の代行を指定小売電気事業者に委

託し、指定小売電気事業者をして当社の

料金を指定小売電気事業者の料金とあわ

せてお客さまに請求し、お客さまから受

領させることができるものとします。こ

の場合、上記(1)（ただし、ハを除きま

す。以下同じです。）および(2)において

「当社」とあるのは「指定小売電気事業

者」と読替えて上記(1)および(2)を適用

するものとし、料金が指定小売電気事業



対して支払いがなされたときに当社に対

する支払いがなされたものといたしま

す。この場合においても、お客さまが料

金その他の債務を支払期日および支払期

限を経過してもなお支払われない場合そ

の他当社が必要と認める場合、当社また

は当社が指定した債権回収会社（下記

(4)に定義します。）もしくは当社の代理

人がお客さまからの料金の回収を行いま

す。 

者に対して支払いがなされたときに当社

に対する支払いがなされたものといたし

ます。この場合においても、お客さまが

料金その他の債務を支払期日および支払

期限を経過してもなお支払われない場合

その他当社が必要と認める場合、当社ま

たは当社が指定した債権回収会社（下記

(4)に定義します。）もしくは当社の代理

人がお客さまからの料金の回収を行いま

す。 

40 データの利用同意 

(1)お客さまは、当社が本サービスの利

用により収集した発電電力量等のデータ

を、お客さまサービス向上のために東北

電力株式会社および東北電力グループ会

社（当社、東北電力フロンティア株式会

社および株式会社 東急パワーサプライ

を含みます。）にて匿名加工情報として

利用することがあることについて同意す

るものとします。 

40 データの利用同意 

(1)お客さまは、当社が本サービスの利

用により収集した発電電力量等のデータ

を、お客さまサービス向上のために東北

電力株式会社および東北電力グループ会

社（当社、東北電力フロンティア株式会

社および株式会社 東急パワーサプライ

を含みます。）にて匿名加工情報として

利用することがあることについて同意す

るものとします。 

附則（実施期日） 

本約款は、2022年 1月 17日から実施

いたします。 

附則（実施期日） 

本約款は、2022年 1月 17日 3月 1日

から実施いたします。 

 


